
1

株式会社マーベルコンピュータ

2010年 6月 3日

http://www.marvel.co.jp

■給与人事パーフェクト
■給与スタンダード

【労働法改正（平成22年4月1日施行）に伴う変更点】



■給与人事パーフェクト，給与スタンダード
【労働法改正（平成22年4月1日施行）に伴う変更点】
【１】時間外労働の割増賃金率の引き上げへの対応
【1-1】１ヶ月に60時間を超える時間外労働について
　１ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げられます。（中小企業は当分の間適用が猶予されます。）
【1-2】１ヶ月に45時間を超える時間外労働について
　１ヶ月に45時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率は、25%を超える率とする努力義務が適用されます。

１ヶ月に60時間を超える時間外労
働を行う場合の割増賃金率が現行
の25%から50%に引き上げられま
す。給与人事・給与スタンダード
では、従来の25%に加算した率
（例：25%）を②に設定します。

１ヶ月に45時間を超える時間外労
働を行う場合の割増賃金率は、
25%を超える率とする努力義務が
適用されます。 給与人事・給与ス
タンダードでは、従来の割増率
25%に、今回加算した率（例：
5%）を①に設定します。
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【２】年次有給休暇の時間単位取得への対応
従来は、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年間に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。

年次有給休暇に関して、
●「前年繰越日数・時間数」
●「当年付与日数」
●「当年取得日数・時間数」
●「時間単位取得日数・時間数」
●「残日数・時間数」
を管理できるようになりました。

有休の自動付与（あらかじめ設定
した年月の給与計算時に、有休の
自動付与を行う）に対応しまし
た。
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